
企画競争実施の公示

平成２１年６月４日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

日光砂防事務所長 田中 秀基

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．業務概要

(1)業務名 Ｈ２１日光砂防不動産鑑定評価等業務（その２）

(2)業務内容 日光砂防事務所が施行する事業のために必要となる標準地等の鑑定評

価及び鑑定評価書（意見書等を含む。）の作成並びにこれらに付随する

諸業務。

(3)履行期限 平成２２年３月３１日

(4)評価対象地域

依頼する業務の評価対象地域は、次に掲げる区分とする。

一 栃木県日光市内の林地地域

２．企画競争参加資格要件

参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

一 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規

定に該当しない者であること。

二 企画提案書の提出時において、平成１９・２０・２１年度国土交通省競争参加

資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の関東甲信越地域の競争参加資格を

有する者であること。

三 関東地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。

四 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第２２条の規定

に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。

五 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第４１条の規程

に該当する期間中でないこと。

六 不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士は、過去３年間において不動産の鑑

定評価（一般鑑定評価※１、公的鑑定評価※２の別は問わない）を年間平均５件

以上行っていること。対象期間は、平成１８年１月～平成２０年１２月末とする。

※１ 一般鑑定評価とは、

①民間による売買、交換する際の鑑定評価

②担保評価

③不動産を賃貸借する場合の賃料、地代の評価



④借地権、借家権、地役権、区分所有権等の鑑定評価

等をいう。

※２ 公的鑑定評価とは、

①公共用地取得に係る鑑定評価

②地価公示標準地の評価

③地価調査基準地の評価

④固定資産税標準宅地の鑑定評価

⑤公売不動産の鑑定評価

等をいう。

七 不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律

（昭和３８年法律第１５２号）第４０条に規程する懲戒処分の期間中でないこと。

八 日光砂防事務所が発注する他の不動産鑑定評価等業務を重複して受注すること

はできない。

３．特定するための評価基準

(1)地価公示標準地の評価等に関する実績

(2)地価調査基準地の評価等に関する実績

(3)鑑定評価実績

公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価実績、不動産鑑定士一人当た

りの年間処理件数等

(4)業務実施方針

評価対象地域の地域動向、鑑定評価業務の的確性、鑑定評価業務の実現性等

４．手続等

(1)担当部局

〒３２１－１４１４ 栃木県日光市萩垣面２３９０

国土交通省関東地方整備局 日光砂防事務所 総務課 経理係

電 話：０２８８－５４－１１９１

ＦＡＸ：０２８８－５３－１２６８

電子メール：toonishi-h8310@ktr.mlit.go.jp

(2)説明書の交付期間、場所及び方法

交付を希望する者には、郵送（着払い・希望者の負担）又は、窓口で交付を行う。

①郵送の場合：上記(1)に申し出ること。

②窓口での交付：平成２１年６月４日から平成２１年６月１５日までの土曜日、日

曜日及び休日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分まで。なお、説明書の交付

を希望する場合は、予め（1）の担当まで事前連絡を行うこと。

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法

平成２１年６月１５日１７時１５分 (1)に同じ。持参又は郵送(書留郵便に限る)、

若しくは電送又は電子メールによること。



５．その他

(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。

(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。

(4)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。

(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、

記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。

(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求

があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもので

あるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるもの

ではない。

(8)その他の詳細は説明書による。


